


職員の業務負担軽減に関する項目
小中学校の養護教諭の配置については、小学校851名以上、中学校801名以上の児童生徒が在籍する学校に複数配置を行っているところ。
心身の健康を害している児童生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあっては、児童生徒数の多寡に関わらず、児童生徒の心身の健康のための適切な対応を行う学校への加配として、養護教諭を複数配置しているところ。
教職員定数については、府の財政状況が厳しいことから、府単独加配を廃止した。そこで、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っているところ。
府教委としては、これまでも、各学校の子どもの実態や課題等に対応ができるよう、国に対しては定数改善を強く要望してきたところ。
養護教諭の採用にあたっては、将来の定数動向や財政状況等を踏まえつつ、計画的に新規採用者を確保していく。
今後とも、養護教諭定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでいく。

職員の健康管理に関する項目
学校における休憩時間については、条例等に基づき付与しているところであり、学校職場の実態も踏まえ、適切に運用されていると認識している。
なお、休憩時間の適切な運用については、「休憩時間を取得しやすい環境づくりに努めるよう指導すること。また、校長は休憩時間を明示し当該時間に取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応を取るよう指導すること。」として市町村教育委員会に対し指導・助言しているところ。

職員の業務負担軽減に関する項目
学校保健安全法において、市町村教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならないとなっている。
各市町村教育委員会において、適切に対応されるよう、指導・助言していく。

職員の業務負担軽減に関する項目
学校保健安全法第二十三条において、学校には、学校医を置くものとし、また、第２項にて、大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとなっている。
学校医については、各学校の実情に合わせて、学校の設置者により、配置されているものと認識している。
学校保健関係の地方交付税措置については、今年度の学校保健・学校安全・食に関する指導・学校体育担当指導主事等連絡会において説明するとともに、令和５年11月28日付けで市町村教育委員会に通知したところ。
引き続き、周知に努めていく。





